
69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 実現に向けて 
 

 

 

１．市民、事業者、行政との共働による都市づくり 

２．都市づくりの総合的な施策の推進 

３．都市づくり手法等の活用 

４．都市計画マスタープランの見直し 
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第５章 実現に向けて 

 
本マスタープランは、古賀市のまちづくりの最上位計画である「古賀市総合振興計画」などの

上位計画に即し、将来の都市像の実現に向けた基本的な方針を示すものです。 

市では今後、本マスタープランに基づき、取り組むべき課題などを市民、事業者とともに共通

認識し、それぞれの役割を担いつつ、お互いが連携しながら、共働による都市づくりを進めてい

くこととします。 

 
１．市民、事業者、行政との共働による都市づくり 

・都市の将来像を踏まえ、多様化、高度化した都市づくりのニーズに対してきめ細やかに対応し

ていくためには、市民、事業者、行政がそれぞれの役割を果たすとともに、お互いが連携し合

いながら、共働による都市づくりを進めていくことが必要です。 

 
（市民の役割） 

・都市づくりを進めていくためには、法的な規制だけに頼るのではなく、市民一人ひとりの自覚

とマナー向上の意識づくりも必要です。また、地域で実施できることは地域で取り組むことも

重要です。 

・市民は自らが居住する地域をより良い地域とするため、地域の住民同士の連携意識を高め、都

市づくりに関心を持ち、主体的に関わるよう努めることが求められます。 

・行政が進める都市計画や事業に対して関心を持ち、主な計画や事業に対しては積極的に参加、

参画するよう努めることが求められます。 

 
（事業者の役割） 

・事業者は、市のめざす将来像や地域づくりを理解し、決められた都市づくりのルールに基づい

て事業活動を実施するよう努めることが求められます。 

・事業者は、事業活動に伴う専門的な知識を生かし、市民や行政と連携・協力しながら、より良

い都市づくりへ協力するよう努めることが求められます。 

 
（行政の役割） 

・本マスタープランに基づき、費用対効果やライフサイクルコストにも十分配慮しながら計画的

に事業の推進を図ります。 

・市民主体の都市づくりを推進していくため、市民への積極的な情報の提供に努め、市民の参加・

参画を求めるとともに、市民活動への支援を行います。 

・国、県、関係機関との連携や調整を図り、総合的な事業の推進を図ります。 
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図５－１ 市民、事業者、行政との共働による都市づくり 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．都市づくりの総合的な施策の推進 

・古賀市が抱える課題を解決し、都市の将来像を実現していくためには、都市計画関連の制度や

施策だけでは対応できません。商工業、農林業、環境、防災、地域コミュニティ等、各種関連

施策との連携を図り、都市づくりを総合的に推進していく必要があります。このため、国・県・

関係機関との調整はもとより、関係各課との横断的な庁内体制の充実を図るとともに、必要に

応じて事業プロジェクトごとの体制づくりを進めます。 

 
３．都市づくり手法等の活用 

・都市の将来像を実現するため、本マスタープランに基づき、区域区分、用途地域、都市計画道

路、都市計画公園、地区計画など、都市計画の制度や事業の適切な活用を図ります。 

・主体的な都市づくりの機運の熟度が高い地域においては、地区計画や建築協定など地域の特性

や住民合意の状況に応じたルールづくりを支援します。 

 
４．都市計画マスタープランの見直し 

・古賀市総合振興計画など上位計画との整合や、社会・経済情勢の変化に柔軟に対応するため必

要に応じて見直しを行います。 

 

  

市 民 

 

事 業 者 

 
行 政 

・都市づくりへの意識の醸成 

・計画や事業への主体的な参加、参画 

・都市づくりのルールに基づいた事業活動 

・専門的知識を生かした協力、連携 

・市民への情報提供 

・国、県との調整や総合的な施策展開 

・市民活動への支援 

「都市計画マスタープラン」 

都市づくりへの共通認識 
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